
○草津市障害者等日中一時支援事業実施要綱 

平成１８年１０月１日 

告示第２１３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害児および障害者（以下「障害者等」という。）の家族の就労

の支援および障害者等を日常的に援護している家族の一時的な休息を提供するため、

障害者等の活動の場を確保するとともに日常生活上必要な訓練等を実施することを

目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）第７７条第５項に規定する自立した日常生活または社会生活を

営むために必要な事業のうち草津市障害者等日中一時支援事業（以下「事業」という。）

の実施について必要な事項を定める。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、草津市とする。 

２ 市長は、事業運営を適切に行うことができると認める障害福祉サービス事業者等

（以下「事業者」という。）に事業を委託して実施することができる。 

（事業の内容） 

第３条 事業者は、障害者等の活動に必要なスペースを確保し、次に掲げる事業を実施

するものとする。 

(1) 社会に適応するための日常的な訓練を行う事業 

(2) 障害者等の福祉の増進を図るために必要な創作的活動を行う事業 

（対象者） 

第４条 事業を利用できる者（以下「利用対象者」という。）は、草津市内に住所を有

する障害者等であって、当該障害者等を援護する者がいない等の理由により一時的に

見守り等の支援が必要であると市長が認めたものとする。 

（申請および決定） 

第５条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、草津市障害者等日

中一時支援利用（変更）申請書（別記様式第１号）を市長に提出することにより、事

業の利用の申請を行うものとする。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、利用対象者の置かれている状況等を勘案し、



事業の利用の適否および利用料を決定し、草津市障害者等日中一時支援利用承認・不

承認決定通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により事業の利用が適当である旨の決定を受けた者およびその保護者

（以下「利用者等」という。）が、現に受けている事業の利用の内容を変更しようと

するときは、当該決定の変更の申請を市長に行うものとする。 

４ 第１項および第２項の規定は、前項の変更の申請について準用する。 

（利用期間） 

第６条 前条第２項の規定により事業の利用が適当である旨の決定を受けた者（以下

「利用者」という。）が、事業を利用できる期間は、当該決定を行なった日から起算

して最初に到達する３月３１日までとする。 

２ 利用者は、前項に規定する期間が満了した後も引き続き利用しようとするときは、

当該期間が満了する日までの１箇月以内に第５条に規定する申請を行なわなければ

ならない。 

（事業の委託等） 

第７条 第２条第２項の規定により事業の委託を受けようとする事業者は、草津市障害

者等日中一時支援事業届出書（別記様式第３号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、その適否を審査し、適当と

認めた事業者と委託契約を行う。 

３ 前項の委託契約に係る委託料は、別表に掲げる費用から利用料の額を差し引いた金

額とする。 

（事業者の遵守事項） 

第８条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別および年齢層について、利用者に

対して事前に説明を行わなければならない。 

２ 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を

定めておかなければならない。 

３ 事業者は、従業者の資質向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。 

４ 事業者は、利用者に怪我等がないよう施設設備等に安全な配慮を行わなければなら

ない。 

５ 事業者は、その負担において、利用者に係る傷害保険等に加入しなければならない。 



６ 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長および利用者の家族等に

速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

７ 事業者は、事業の実施に関する利用者からの苦情申出窓口を設置しなければならな

い。 

８ 事業者は、会計に関する記録および利用者へのサービス提供記録に関する記録を整

備し、サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

９ 事業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らし

てはならない。 

（利用料等） 

第９条 利用者等は、事業の利用に要する経費として、別表左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表右欄に掲げる利用料を負担するものとする。ただし、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１

７条第１項第４号に規定する者は、この限りでない。 

２ 利用者等は、事業の実施場所での食材料費および共益費ならびに事業の実施場所へ

の交通費の実費を負担するものとする。 

３ 利用者等は、第２条第２項の規定による事業の委託があった場合、事業の委託を受

けた事業者に前項の利用料および実費を支払うものとする。 

（実施調査等） 

第１０条 市長は、事業者の業務の適正な実施を図るため、内容を定期的に調査し、必

要な措置を講ずることができる。 

２ 事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとす

る。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、事業に関する必要な事項は、別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 利用登録者の認定期間について、平成１８年度中に決定したものに限り、第６条の



規定にかかわらず、承認を行なった日から起算して平成２０年３月３１日までとする。 

付 則（平成２２年４月１日告示第４５号） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則（平成２３年４月１日告示第９５号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年４月１日告示第８６号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２６年４月１日告示第１２８号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年４月１日告示第１２１号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年１２月２８日告示第３２４号） 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

付 則（平成２９年１月４日告示第１号） 

この要綱は、平成２９年１月４日から施行する。 

付 則（平成２９年４月１日告示第１１０号） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年４月１日告示第１３１号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年４月１日告示第１６９号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第７条第３項） 

利用時間および加算区分 費用 利用料 

２時間未満 ２，５００円 ２５０円 

２時間以上４時間未満 ４，０００円 ４００円 

４時間以上６時間未満 ５，０００円 ５００円 

６時間以上８時間未満 ６，０００円 ６００円 

８時間以上 ７，５００円 ７５０円 

重度加算 １回当たり １，５００円 ― 



送迎加算（片道） １日当たり ５００円 ― 

備考 

１ 重度加算は、重症心身障害児者と認定された者または自立支援給付の行動援護

支給決定の対象の者が利用する場合に行う。 

２ 送迎加算（片道）は、利用者の心身の状況、家族の状況等から見て送迎を行う

ことが必要と認められる利用者に対し、事業者が学校または障害福祉サービス事

業所から事業実施場所までの移送を実施する場合に行う。ただし、同一敷地内に

おけるものは除く。 



 



 



 



 



別記様式第１号（第５条第１項関係） 

様式第２号（第５条第２項関係） 

様式第３号（第７条第１項関係） 

 


